
飛騨地場産告示第１号 

 

「令和６年度 伝統工芸後継者育成インターンシップ事業」業務委託について、公募型プロポーザル方式

に係る手続開始にあたり、参加希望者の募集を行うので、別紙のとおり公告する。 

 

令和６年４月８日 

 

一般財団法人飛騨地域地場産業振興センター理事長 北村 斉 



公募型プロポーザル参加資格審査申請書及び企画提案書の受付について 

 

下記の業務について、公募型プロポーザル方式により受託事業者の選定を行います。 

つきましては、下記の要領でプロポーザル参加資格審査申請書及び企画提案書の受付をします。 

 

１ 業務概要 

（１）業務名 

「令和６年度 伝統工芸後継者育成インターンシップ事業」業務委託 

（２）業務目的 

一般財団法人飛騨地域地場産業振興センターでは、飛騨地域の伝統工芸職人の高齢化と後継者不足

が課題となっていることから、伝統工芸の後継者を育成するためのインターンシップ事業を実施する

ことで、後継者研修生を確保し伝統的工芸品産業の維持・振興につなげる。 

（３）業務内容 

「令和６年度 伝統工芸後継者育成インターンシップ事業業務委託仕様書」参照 

（４）委託業務期間 

契約締結の日から令和７年２月２０日まで 

（５）契約限度額 

「令和６年度 伝統工芸後継者育成インターンシップ事業業務委託プロポーザル実施要領」参照 

 

２ 参加要件 

公募型プロポーザルに参加するために必要な資格及び要件は、次のとおりとする。 

（１）参加資格審査申請締切日以前において、高山市競争入札参加者資格審査要綱（平成６年７月

４日決裁）第５条第１項に規定する競争入札参加資格者名簿の「物品・委託等」において登

録されている者であること。 

（２）告示の日から契約締結の日までの間に、高山市建設工事請負契約に係る指名停止措置要領

（平成６年３月２９日決裁）の規定に基づく指名停止措置を受けていないこと。 

（３）参加資格審査申請書類提出期間最終日の正午時点において、高山市税・高山市公共料金につ

いて未納の徴収金（納期限が到来していないものを除く。）がないこと。 

（４）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない者である 

こと。 

（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条第１項又は第２項の規定による更生手続

開始の申立て（同法附則第２条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件に係

るものを含む。）をした者にあっては、同法第１９９条第１項若しくは第２項又は第２００

条第１項の規定による更生計画認可の決定（同法附則第２条の規定によりなお従前の例によ

ることとされる更生事件に係るものを含む。）を受けていること。 

（６）民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第２１条第１項又は第２項の規定による再生手続

開始の申立てをした者にあっては、同法第１７４条第１項の規定による再生計画認可の決定

を受けていること。 



なお、上記（４）～（６）については参加申請書の提出をもって宣誓・同意したものとし誓

約事項に虚偽の内容があった場合等は関係法令等に従い、解除その他処置を行うものとす

る。 

（７）高山市が行う契約からの暴力団排除に関する措置要綱（平成２３年４月１日決裁）に規定す

る排除措置対象個人又は法人等に該当しないこと。 

なお、別添「暴力団排除に関する誓約事項」を確認し、参加資格審査申請書の提出をもって

誓約・同意したものとする。 

 

３ 公募型プロポーザル参加者を選定するための基準 

高山市競争入札参加資格者審査要綱第１０条の規定を準用する。また、「令和６年度 伝統工芸後

継者育成インターンシップ事業業務委託プロポーザル審査要領」に基づき選定する。 

 

４ 業務担当部署 

〒506-0025 高山市天満町５丁目１番地２５ 

一般財団法人飛騨地域地場産業振興センター 事業課 

電話番号0577-35-0370 

 

５ 参加資格審査申請書類の交付方法等 

（１）交付期間 

告示の日から令和６年４月１６日午後５時３０分まで 

（２）交付方法 

一般財団法人飛騨地域地場産業振興センターホームページ上に掲載した参加資格審査申請書類

をダウンロードすることにより交付する。 

（３）その他 

一般財団法人飛騨地域地場産業振興センターホームページによる交付が受けられない場合に

は、次により交付する。 

ア 交付期間 

告示の日から令和６年４月１６日までの毎日（土日及び祝日を除く。）午前８時３０分から

午後５時３０分まで 

イ 交付場所 

〒506-0025 高山市天満町５丁目１番地２５ 

一般財団法人飛騨地域地場産業振興センター 

電話番号0577-35-0370 

 

６ 参加資格審査申請の方法等 

参加希望者は、以下に定める参加資格審査申請書類を提出し、参加資格の審査を受けなければな

らない。 

なお、参加資格審査申請書類は、持参又は郵送による提出とする。 



（１）参加資格審査申請書類 

公募型プロポーザル参加資格審査申請書（様式第１号） 

（２）提出期間及び提出場所 

ア 提出期間 

告示の日から令和６年４月１６日までの毎日（土日及び祝日を除く。）午前８時３０分から

午後５時３０分まで（※必着） 

イ 提出場所 

〒506-0025 高山市天満町５丁目１番地２５ 

一般財団法人飛騨地域地場産業振興センター 

電話番号0577-35-0370 

  ウ 提出方法 

    持参又は郵送による。 

（３）公募型プロポーザル参加資格の確認及び結果の通知 

参加資格審査申請書類により参加資格審査を行い、結果は様式第２号により通知する。 

（４）非選定の通知を受けた者は令和６年４月１８日までに、様式第３号により非選定理由につ 

いて説明を求めることができる。回答は請求を受けた日から３日以内に行う。 

 

７ 実施要領および仕様書の交付等 

（１）交付期間 

告示の日から令和６年４月１９日午後５時３０分まで 

（２）交付方法 

一般財団法人飛騨地域地場産業振興センターホームページ上に掲載した実施要領、仕様書をダウ

ンロードすることにより交付する。 

（３）その他 

一般財団法人飛騨地域地場産業振興センターホームページによる交付が受けられない場合は、次

により交付する。 

ア 交付期間 

告示の日から令和６年４月１９日までの毎日（土日及び祝日を除く。）午前８時３０分から

午後５時３０分まで 

イ 交付場所 

〒506-0025 高山市天満町５丁目１番地２５ 

一般財団法人飛騨地域地場産業振興センター 

電話番号0577-35-0370 

 

８ 企画提案書の受付等 

参加を希望する者は、企画提案書を作成し事前に提出しなければならない。なお、企画提案書に

ついては持参又は郵送による提出とする。 

（１）企画提案書の内容等 



「令和６年度 伝統工芸後継者育成インターンシップ事業業務委託プロポーザル実施要領」による。 

（２）その他 

ア 提出期間 

告示の日から令和６年４月１９日までの毎日（土日及び祝日を除く。）午前８時３０分か

ら午後５時３０分まで（※必着） 

イ 提出場所 

〒506-0025 高山市天満町５丁目１番地２５ 

一般財団法人飛騨地域地場産業振興センター 

電話番号0577-35-0370 

  ウ 提出方法 

    持参又は郵送による。（郵送による提出の場合は、配達証明に限る。） 

 

９ 審査方法 

「令和６年度 伝統工芸後継者育成インターンシップ事業業務委託プロポーザル審査要領」による。 

 

１０ その他 

この告示に記載していない事項については、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）、同法施行

令（昭和２２年政令第１６号）及び一般財団法人飛騨地域地場産業振興センター会計規程、「令和

６年度 伝統工芸後継者育成インターンシップ事業業務委託プロポーザル実施要領」の定めるところに

よる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



暴力団排除に関する誓約事項 

 

私は、高山市暴力団排除条例及び高山市が行う契約からの暴力団排除に関する措置要綱に基づ

き、下記事項について誓約いたします。なお、誓約事項に虚偽の内容があった場合等は、当該要綱

及び関係法令等の処置に従います。 

また、一般財団法人飛騨地域地場産業振興センターの求めに応じ、当方の役員名簿等（有価証券

報告書又は登記簿謄本の写し等）の書類を提出すること並びにこれらの提出書類から確認できる範

囲での個人情報を、管轄する警察署に提供することについて同意します。 

記 

１次のいずれにも該当しません。 

⑴暴力団 

⑵役員等が暴力団員であるなど、暴力団がその経営若しくは運営に実質的に関与している個人又は

法人等 

⑶役員等が、暴力団員であることを知りながらこれを使用し、若しくは雇用している個人又は法人

等 

⑷役員等がその属する法人等若しくは第三者の不正な利益を図る目的若しくは第三者に損害を加え

る目的をもって、暴力団若しくは暴力団員等を利用している個人又は法人等 

⑸役員等が暴力団若しくは暴力団員等に対して資金等を提供し、若しくは便宜を供与するなど、直

接的若しくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、若しくは関与している個人又は法人等 

⑹役員等が、その理由を問わず、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有してい

る個人又は法人等 

⑺役員等が、暴力団若しくは暴力団員がその経営又は運営に実質的に関与している業者であること

を知りながら、下請契約、業務の再委託契約、資材等の購入契約等を締結し、これを利用している

個人又は法人等 

上記事項について、参加資格審査申請書の提出をもって誓約いたします。 


